
次の協議会を次のとおり開催した。

○議事
（１）更新登録

（２）変更登録

（３）軽微な変更

（４）令和６年度下半期分実績報告

（６）その他

以上報告書どおり承認されました。

①特定非営利法人　ワーカーズコレクティブてとて　合意済み
※なぜ、対価の変更をするかの説明をしてほしい。⇒今後、特定非営利活動法人から労働者協同組合に
　変更し、引き続き働き手に賃金の支払いを行う必要がある。現在利用者は、1時間あたり９００円で利用
　できるが、働き手には１０００円支払わなくてはならず、マイナスの状況である。そのため、対価の変更を
　行った。利用者のことを考えると、急激に上げることは難しいが、今後まだ検討余地はある。

①ＮＰＯ法人　ＣＩＬひこうせん
※車両の減少で利用者への影響はないか。⇒特に影響がある等の話は聞いていない。

②ＮＰＯ法人　ライフサポートサービスアニモ
※社員が増えたが何かあったのか。⇒利用者が多く、ニーズがとてもあると聞いている。

③一般社団法人　あかり
※退職者が多いが、働き手の居心地はどうか。⇒働き手よりクレーム等は把握していないが、確認す
　る。

※１回あたりの金額は伊奈町が低いが、事業所の賃金等確認すべきではないか。⇒確認する。
※社会福祉法人　彩明会については、事業停止中ではなく、登録抹消されている。
※事務局作成の一覧表において、時間制も比べられるように総時間等も表に加えたらどうだろうか。
⇒現在は、様式の記載をもとに一覧表の作成をしているため、時間も含めて記載できるか確認する。

会 議 記 録 発言記録 ・ 要約 要約した理由
発言内容が資料の内容確認事項であっ
たため。

①特定非営利活動法人　自立生活センター遊ＴＯピア　合意済み
※運転者が１９名いるが、地区内での利用者が少ない。内訳はどうなっているか。⇒熊谷市、深谷市の利
　用者が多いため、そちらの支援にあたっている。

②特定非営利活動法人　地域自立支援グループあん　合意済み
※運送の対価について、生活サポートと生活サポート以外の金額の確認。
※P.89運行マニュアル6(2)〇〇市となっている。⇒担当市の記載になるため、鴻巣市と記載する。

③ＮＰＯ法人　生活支援サービスにじ　合意済み
※車両９台に対し、運転者が１７名となっており、車両は足りているか。⇒シフト制であり、車両は足りてい
　る。
※予約はいつまでか？⇒その時々でも、受けるようにしている。たまに断ることもあるが、他事業所の紹
　介をするわけではなく、別日での提案をしている。

令和7年11月17日

問 い 合 わ せ 先
所属名、担当者名：鴻巣市障がい福祉課　中村、野原、二俣
電話番号：０４８-５４１-１３２１(内線２６７８）
メールアドレス：shofuku@city.kounosu.saitama.jp

様式３

会議記録

①負担金の納入、分担金について
②委員の交通費の支給について
　（管内とその近隣市町以外から公共交通機関を利用して協議会に出席した場合に交通費を支給）
　⇒該当者無し。

内         容

（５）運営協議会に関すること

①令和６年度　運営協議会事業報告及び決算について
②令和７年度　運営協議会事業計画及び予算について

※埼玉県交通政策課近藤氏より、事故報告が増加している。注意するよう伝えてほしい。

協　議　会　名　称 第１回 埼玉県北足立北部地区福祉有償運送市町共同運営協議会

開　催　日　時 令和7年8月8日(金)　１４：００～１５：３０

開　催　場　所 鴻巣市役所　１００１会議室

出　　　席　　　者
※　会　長　等　◎
副　会　長　等　○

◎大森 宣暁、○大島 幸雄、加藤 衛、島村 政志、鈴木 洋行、伊藤 治夫、藤村 孝志、長谷川 祐、
松崎　幸子、伊藤 義明、増野 美七海、高山 文子、近藤 孝志、髙田 史、木村 修、加納 秀一、森
雅博、小坂 真由美（敬称略）

次 回 開 催 予 定 日


